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１ ．転学部・転学科
　　�1３ページを参照のこと。

　学籍について
学籍番号

　入学と同時に学籍及び学籍番号が与えられます。学籍番号は，在学中だけでなく卒業後も変わる
ことはありません（転学部・転学科1の場合には新しい学籍番号が与えられます）。
　履修登録から試験，証明書の申込み及び卒業後の諸証明の請求を含め，学内の事務的処理は，こ
の学籍番号で処理されるので正確に覚えておいてください。
　学籍番号の構成は以下の通りです。

＜学部学生＞

1 ：英文学科
2：
３：経済学科
4：経営情報学科
５：福祉計画学科
6：福祉臨床学科
7：福祉心理学科
８：心理・応用コミュニケーション学科
9：経済法学科

0：学部学生

個人番号
0 1 2 ３ 41 7

学科

学籍種別

入
学
年
度

＜科目等履修生・研究生＞

1 ：文学部
2：経済学部
３：社会福祉学部

３：研究生
５：科目等履修生

個人番号
３ 1 2 ３ 41 7

学部

学籍種別

在
籍
年
度

学籍異動
１ ．休学・復学・退学・再入学
　�　学籍異動に関することは，教育支援課が担当します。上記事由が生じた場合は，願出用紙に必
要事項を記入のうえ，学科長の面接を受けてから教育支援課に提出することになります。

　　なお，学科長は学籍事項だけでなく，修学事項や履修上の相談にも応じます。

※メールアドレスは，表のアルファベットの後に「@hokusei.ac.jp」をつけて送信してください。

学　科　長　氏　名 研究室 内線 メールアドレス
英 文 学 科 長 高橋　克依　教授 1-５14研究室 内線1５14 kaz
心理・応用コミュニケーション学科長 田辺　毅彦　教授 2-200研究室 内線2200 tanabe
経 済 学 科 長 勝村　　務　准教授 1-８17研究室 内線1８07 katchin
経 営 情 報 学 科 長 韓　　文熙　教授 2-３0３研究室 内線2３0３ z00５61
経 済 法 学 科 長 長屋　幸世　教授 1-８0５研究室 内線1８0５ y.nagaya
福 祉 計 画 学 科 長 佐橋　克彦　教授 2-３00研究室 内線2３00 sahashi
福 祉 臨 床 学 科 長 永井　順子　教授 1-601研究室 内線1601 j-nagai
福 祉 心 理 学 科 長 柴田　利男　教授 1-61３研究室 内線161３ shibata



学

籍
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１ ．転学部及び転学科
　　�自分の所属する学科か
ら別の学部，学科に移
ること。条件は14ペー
ジを参照のこと。

　Ａ　休　　学
　�　休学を考えている場合は，まず教育支援課○1 ～○3 番窓口で相談してください。
　�　休学手続は，学部長あての「休学願」に保証人連署のうえ，必要があれば事由を証明する書類
（診断書等）を添えて提出し，期日までに学部長の許可を受ける必要があります。
　�　休学期間の授業料は徴収せず，在学期間に算入しませんが，学期途中から休学する場合は授業
料を徴収します。手続きについては、前期・通年の休学は 4月下旬，後期は 9月下旬を目途に手
続きを完了してください。なお，休学期間満了前に，復学又は退学の願い出のない者は，休学期
間満了によって除籍となります。

　 Ｂ　復　　学
　�　復学手続は，学部長あての「復学願」に，必要があれば復学の事由を記した書類（診断書等）
を添えて提出し，期日までに学部長の許可を受ける必要があります。
　�　手続きについては、前期復学者は ８月下旬まで，通年・後期復学者は 2月中旬を目途に手続き
を完了してください。

　Ｃ　退　　学
　�　退学を考えている場合は，まず教育支援課○1 ～○3 番窓口で相談してください。
　�　退学手続は，学部長あての「退学願」に保証人連署のうえ退学事由を詳細に記し，保証人の同
意書と学生証を添えて提出し，学長の許可を受ける必要があります。

　Ｄ　再 入 学
　　退学した者が，再入学を願い出たときは，学長はこれを許可することがあります。

２ ．除　籍
　Ａ　除　　籍
　�　学則第16条第 1号から第 7号に該当する者は，教授会の議により除籍となります。
　�　特に，正当な理由なく， １ ・ ２ 年次の ２ 年間で30単位以上を修得しなければ除籍となりますの

で，留意してください。

　Ｂ　除籍からの復学
　　除籍された者が，復学を願い出たときは，学長はこれを許可することがあります。

転学部及び転学科１

　特別の理由で，転学部又は転学科を希望する学生については，次の規程に従って，毎年度始めに，
これを許可することがあります。

北星学園大学転学部及び転学科取扱規程

第 1 �条　北星学園大学の学生で転学部又は転学科を希望する学生は，所定の期日までに，所定の願
書を教育支援課に提出し，審査の結果教授会が適当と認めた者については，新学年から許可さ
れる。

第 2条　転学部及び転学科は，基礎資格を有する者が，第 2年次又は第 ３年次に転ずる場合に限る。
　　Ⅱ　転学部及び転学科に必要な基礎資格は別に定める。
第 ３条　審査は，書類審査，面接及び学力試験とする。
　　附　則
　　　この規程は，昭和40年 4 月 1 日から施行する。
　　　この規程は，昭和44年 4 月 1 日から施行する。
　　　この規程は，1996年 4 月 1 日から施行する。
　　　この規程は，2002年 4 月 1 日から施行する。
　　　この規程は，200５年 4 月 1 日から施行する。
　　　この規程は，2016年 4 月 1 日から施行する。
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転学部・転学科に必要な基礎資格

＜ 2年次基礎資格＞
英文学科
　　英語Ⅰ・Ⅱ（ 2科目 4単位）を含め合計３0単位以上修得していること。
心理・応用コミュニケーション学科，経済学部，社会福祉学部
　　�英語Ⅰ・Ⅱ又はドイツ語Ⅰ・Ⅱ又はフランス語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ［英
文学科から転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック］（ 2科目 4単位）を含め合計
３0単位以上修得していること。

＜ ３年次基礎資格＞
英文学科
　　�英語Ⅰ～Ⅳ（ 4科目 ８単位）及び日本語科目（ 4単位）を含め合計60単位以上修得しているこ
と（他言語を修得していることが望ましい）。

心理・応用コミュニケーション学科
　　�英語Ⅰ～Ⅳ又はドイツ語Ⅰ～Ⅳ又はフランス語Ⅰ～Ⅳ又は中国語Ⅰ～Ⅳ又は韓国語Ⅰ～Ⅳ［英
文学科から転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック，ドイツ語Ⅰ・Ⅱ又はフランス
語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ］（ 4科目 ８単位），日本語科目（ 4単位），情報
科目（ 2科目 4単位）を含め合計60単位以上修得していること。

経済学科
　　�英語Ⅰ～Ⅳ又はドイツ語Ⅰ～Ⅳ又はフランス語Ⅰ～Ⅳ又は中国語Ⅰ～Ⅳ又は韓国語Ⅰ～Ⅳ［英
文学科から転学部・転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック，ドイツ語Ⅰ・Ⅱ又は
フランス語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ］（ 4科目 ８単位）を含め合計60単位以
上修得していること。

経営情報学科
　　�英語Ⅰ～Ⅳ又はドイツ語Ⅰ～Ⅳ又はフランス語Ⅰ～Ⅳ又は中国語Ⅰ～Ⅳ又は韓国語Ⅰ～Ⅳ［英
文学科から転学部・転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック，ドイツ語Ⅰ・Ⅱ又は
フランス語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ］（ 4科目 ８単位），情報入門及び情報活
用Ⅰ又は情報活用Ⅱ（ 2科目 4単位）を含め合計60単位以上修得していること。

経済法学科
　　�英語Ⅰ～Ⅳ又はドイツ語Ⅰ～Ⅳ又はフランス語Ⅰ～Ⅳ又は中国語Ⅰ～Ⅳ又は韓国語Ⅰ～Ⅳ［英
文学科から転学部・転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック，ドイツ語Ⅰ・Ⅱ又は
フランス語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ］（ 4科目 ８単位）を含め合計60単位以
上修得していること。

社会福祉学部
　　�英語Ⅰ・Ⅱ又はドイツ語Ⅰ・Ⅱ又はフランス語Ⅰ・Ⅱ又は中国語Ⅰ・Ⅱ又は韓国語Ⅰ・Ⅱ［英
文学科から転学部・転学科する場合は，基礎演習Ⅰと英文法クリニック］（ 2科目 4単位）を
含め合計60単位以上修得していること。


